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５．③ 特別地域加算の対象地域の見直し

概要

○ 過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認
められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する
必要が生じた地域において、都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う。
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